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本　　　　則

1 適　　　用

　このなっトクでんきＢｉｚ料金表（以下「この料金表」といいます。）は，

次の地域に適用いたします。

　滋賀県，京都府，大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県（一部を除きます。），

福井県の一部，岐阜県の一部，三重県の一部

2 契 約 種 別

　この料金表の契約種別は，なっトクでんきＢｉｚといたします。

3 適 用 条 件

　低圧で電気の供給を受け，電灯または小型機器を使用する需要で，次のい

ずれにも該当するものに適用いたします。

　なお，この料金表から他の契約種別に変更された後１年に満たないお客さ

まについては，この料金表を適用いたしません。

⑴　同一需要場所において，同一名義で，当社が指定するガス主契約料金表

により，当社とのガスの需給契約が成立していること。

⑵　契約容量が６キロボルトアンペア以上であり，かつ，原則として50キロ

ボルトアンペア未満であること。

⑶　１需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合は，契

約容量と契約電力（料金表の定めにより最大使用電力にもとづいて契約電

力を定めるお客さまが，新たに電気の使用を開始される場合または需要場

所における契約負荷設備を変更される場合等は，契約設備電力といたしま

す。）との合計（この場合，１キロボルトアンペアを１キロワットとみな

します。）が50キロワット未満であること。

　ただし，１需要場所において他の動力の契約種別とあわせて契約する場合
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で，お客さまが希望され，かつ，お客さまの電気の使用状態，当社の供給設

備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認め

たときは，⑵に該当し，かつ，⑶の契約容量と契約電力との合計が50キロワッ

ト以上であるものについても適用することがあります。この場合，当社は，

お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがありま

す。

4 供給電気方式，供給電圧および周波数

　供給電気方式および供給電圧は，交流単相３線式標準電圧100ボルトおよ

び200ボルトとし，周波数は，標準周波数60ヘルツといたします。ただし，

供給電気方式および供給電圧については，技術上または当社の供給設備の都

合でやむをえない場合には，交流単相２線式標準電圧100ボルトまたは200ボ

ルトとすることがあります。

5 契約負荷設備

　契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。

6 契 約 容 量

⑴　契約容量は，電気供給条件（低圧）（2019年10月１日実施。以下「供給

条件」といいます。なお，供給条件が変更となった場合には，変更後の供

給条件によります。）別表８（契約容量および契約電力の算定方法）⑴に

よって算定してえた値といたします。

⑵　お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合

には，契約容量は，⑴にかかわらず，契約主開閉器の定格電流にもとづ

き，供給条件別表８（契約容量および契約電力の算定方法）⑶により算定

された値といたします。この場合，契約主開閉器をあらかじめ設定してい

ただきます。
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　　なお，当社は，契約主開閉器が制限できる電流を，必要に応じて確認い

たします。

7 料　　　金

　料金は，基本料金，電力量料金および供給条件別表１（再生可能エネル

ギー発電促進賦課金）⑶によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦

課金の合計といたします。ただし，電力量料金は，供給条件別表２（燃料費

調整）⑴イによって算定された平均燃料価格が27 , 100円を下回る場合は，供

給条件別表２（燃料費調整）⑴ニによって算定された燃料費調整額を差し引

いたものとし，供給条件別表２（燃料費調整）⑴イによって算定された平均

燃料価格が27 , 100円を上回る場合は，供給条件別表２（燃料費調整）⑴ニに

よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

⑴　基本料金

　　基本料金は，１月につき次のとおりといたします。ただし，まったく電

気を使用しない場合の基本料金は，半額といたします。

契約容量１キロボルトアンペアにつき 371円　05銭

⑵　電力量料金

　　電力量料金は，その１月の使用電力量によって算定いたします。

最初の120キロワット時までの１キロ
ワット時につき 16円　79銭

120キロワット時をこえ300キロワット
時までの１キロワット時につき 19円　87銭

300キロワット時をこえる１キロワッ
ト時につき 22円　68銭

8 帳票発行手数料

⑴　当社は，次の場合には，原則として，各帳票の発行につき，⑵に定める
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帳票発行手数料を，お客さまに支払っていただきます。

　なお，帳票発行手数料は，当社が各帳票を発行した料金算定期間の料金

とあわせて支払っていただきます。

イ　お客さまが，書面による請求書の発行を希望され，当社が認める場合

ロ　お客さまが，料金を，当社が指定した様式で，当社が指定した金融機

関等を通じて払い込みにより支払われることを希望され，当社が認める

場合

ハ　お客さまが，供給条件22（料金その他の支払方法）⑴イまたはロによ

る料金の支払いが不能となったこと等当社の責めとならない理由によ

り，料金を，当社が指定した様式で，当社が指定した金融機関等を通じ

て払い込みにより支払われる場合

⑵　帳票発行手数料は，次のとおりといたします。

イ　⑴イの場合

１料金の算定期間および１契約につき 110円　00銭

ロ　⑴ロまたはハの場合

１料金の算定期間および１契約につき 220円　00銭

9 当社とのガスの需給契約が消滅した場合の取扱い

⑴　３（適用条件）⑴に定める適用条件を満たさなくなる場合は，お客さま

は，すみやかに当社に申し出ていただきます。

⑵　この料金表による電気の需給契約の申込みを当社が承諾した場合で，こ

の料金表による電気の需給開始日より前に，お客さまが当社とのガスの需

給契約の申込みを取り消された場合等３（適用条件）⑴に定める適用条件

を満たしていないことを当社が確認したときは，この料金表による電気の
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需給開始日に，この料金表による電気の需給契約は消滅するものといたし

ます。

⑶　この料金表による電気の需給開始日以降に３（適用条件）⑴に定める適

用条件を満たしていないことを当社が確認した場合は，当社が確認した日

以降最初の検針日に，この料金表による電気の需給契約は消滅するものと

いたします。また，この料金表による電気の需給開始日以降，お客さまが

当社とのガスの需給契約の申込みを取り消された場合等当社がガスの供給

をまったく行わなかった場合は，この料金表が適用されている期間の料金

について，当社は，７（料金）により算定される料金に加えて，７（料

金）に電気特定小売供給約款（2019年８月30日届出。以下「供給約款」と

いいます。なお，供給約款が変更となった場合には，変更後の約款により

ます。）の従量電灯Ｂの料金率を適用して算定される料金と７（料金）に

より算定される料金との差額を申し受けます。

⑷　⑵または⑶の場合で，この料金表による電気の需給契約の消滅日までに

お客さまから他の契約種別の需給契約の申込み等がないときは，当該消滅

日から，供給約款の従量電灯Ｂによる需給契約が，新たに成立するものと

いたします。

10 そ　の　他

⑴　この料金表の契約種別を適用した後１年に満たないお客さまについて

は，原則として他の契約種別に変更することはできません。

⑵　当社は，供給条件20（日割計算）に準じて日割計算を行い，料金を算定

いたします。ただし，料金適用上の電力量区分の日割計算は，別表（料金

適用上の電力量区分の日割計算の基本算式）によるものといたします。

⑶　供給条件７（需給契約の成立および契約期間）⑵ロによりこの料金表に

よる契約が同一条件で継続される場合は，供給条件38（需給契約の消滅）

⑵イにかかわらず，契約期間満了による需給契約の消滅は，料金の算定上，
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需給契約の消滅とみなしません。
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附　　　　則

1 実 施 期 日

　この料金表は，2019年10月１日から実施いたします。

2 消費税法の改正にともなう経過措置

　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律（平成28年11月28日

法律第85号）第１条の規定により読み替えて適用される消費税法附則（平成

24年８月22日法律第68号）第５条第２項の適用を受ける，2019年９月30日以

前から需給契約が継続し2019年10月１日から2019年10月31日までの間に当社

が支払いを受ける権利が確定する料金（2019年10月１日以降初めて当社が支

払いを受ける権利が確定する日が2019年11月１日以降である料金について

は，当該確定した料金のうち，消費税法施行令の一部を改正する政令等の一

部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第１条の規定により読

み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年９月30日政令第317号〕

第４条第３項で定める部分に限ります。）の算定における本則７（料金）の

料金率については，本則７（料金）にかかわらず，次のとおりといたします。

⑴　基本料金

契約容量１キロボルトアンペアにつき 364円　31銭

⑵　電力量料金

最初の120キロワット時までの１キロ
ワット時につき 16円　48銭

120キロワット時をこえ300キロワット
時までの１キロワット時につき 19円　51銭

300キロワット時をこえる１キロワッ
ト時につき 22円　27銭
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別　　　　表

料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式

⑴　料金適用上の電力量区分を日割りする場合

第１段階料金適用電力量 ＝ 120キロワット時 ×日割計算対象日数検針期間の日数

　　なお，第１段階料金適用電力量とは，最初の120キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。

第２段階料金適用電力量 ＝ 180キロワット時 ×日割計算対象日数検針期間の日数

　　なお，第２段階料金適用電力量とは，120キロワット時をこえ300キロ

ワット時までの１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量を

いいます。

⑵　供給条件19（料金の算定）⑴ハに該当する場合は，⑴の

日割計算対象日数 は，日割計算対象日数 といたします。検針期間の日数 暦　　日　　数

⑶　電気の供給を開始し，または需給契約が消滅した場合の⑴および⑵の

「検針期間の日数」および「暦日数」は，次によります。

イ　検針期間の日数

イ　電気の供給を開始した場合は，開始日の直前のそのお客さまの属す

る検針区域の検針日から，需給開始の直後の検針日の前日までの日数

といたします。

ロ　需給契約が消滅した場合は，消滅日の直前の検針日から，当社が次

回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの

日数といたします。

ロ　暦 日 数

イ　電気の供給を開始した場合は，そのお客さまの属する検針区域の検
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針の基準となる日（開始日が含まれる検針期間の始期に対応するもの

といたします。）の属する月の日数といたします。

ロ　需給契約が消滅した場合は，そのお客さまの属する検針区域の検針

の基準となる日（消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応する

ものといたします。）の属する月の日数といたします。

⑷　⑴に規定する日割計算後の第１段階料金適用電力量および第２段階料金

適用電力量の単位は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。
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